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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本自動認識システム協会

（JAISA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべき

との申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2011 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 15415 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格の適用範囲を，次に示す。 

－ 二次元バーコードシンボル固有の属性を測定するための二つの方法を規定する。一つはマルチローシ

ンボル体系に適用し，もう一つはマトリックスシンボル体系に適用する。 

－ それぞれの測定値の評価及びグレード付けの方法，並びにシンボル品質を総合的に評価する方法を規

定する。 

－ 利用者が適切な改善処置をとれるように，最適グレードからずれを生じさせると考えられる原因に関

する情報を提供する。 

この規格は，参照復号アルゴリズムを規定している二次元シンボル体系に適用するが，この二つの方法

が部分的に又は全体的に，それ以外の類似のシンボル体系にも適用できる。 

この規格は，ダイレクトパーツマーキングにも適用できるが，ISO/IEC TR 29158 と合わせて適用するこ

とによって，測定結果とリーダの読取能力との間の，よりよい相関を得ることができる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 15415:2011，Information technology－Automatic identification and data capture techniques

－Bar code symbol print quality test specification－Two-dimensional symbols（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）


